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私たちが語る物
ストーリー

語：
‒多文化的文脈において正義と平等のための教育における

ナラティヴの役割を考える‒（1）

オードリー・オスラー（2）

（翻訳　木村涼子・田中　稜・キムハリム・片田真之輔・平野智子・佐竹友里恵）（3）

【要旨】

この論文は、多文化社会において正義と平等を支える教育的プロセスを可能にする、ナラティヴ／語り

（narrative以下、ナラティヴ）の役割に焦点を当てる。ホミ・バーバ（Homi Bhabha）（2003）による「ナ

ラティヴの権利／物語る権利（the right to narrate）」（以下、ナラティヴの権利）概念を用いることによっ

て、国家だけに焦点を当てる多文化教育の構想は、グローバル化し相互依存する世界においては不十分であ

ると主張する。歴史教育やシティズンシップ教育を通して奨励されるナショナルなナラティヴ（national 

narratives）は、マイノリティの視点を否定するだけでなく、国家の排他的な見方を強化し、国民国家のヘ

ゲモニーを維持する。近隣諸国は、それぞれの学校カリキュラムを通して、しばしば互いに矛盾する別々の

ストーリー（story）を語る。そのプロセスは、批判的思考を促す教育的目標よりもプロパカンダに近くなり、

自国のみならず、より広い世界の正義や平和の実現にもほとんど貢献することがない。ナショナリズムや国

家的優越性の感覚を増進することは、移民の地位を弱め、それぞれの地域での協力やグローバルな協力を蝕

むだろう。そうした視点から本論文は、多文化教育を再考する必要があることを主張するものである。とり

わけ、国家をコスモポリタンなものとして再構想する必要があることを指摘する。国際的に合意を得た人権

に関するプロジェクト――それ自体がコスモポリタンな試みである――のツールを用い、かつ人権教育の理

念に則り、議論を進めよう。そうすることで、ローカルからグローバルまであらゆる規模での正義と平等を

支える多文化教育の概念を発展させることが可能になる。

keywords：　人権：コスモポリタニズム：建国：歴史：多様性：普遍性

はじめに

グローバル時代においては、ローカル、文化的、ナショナル、インターナショナルなど、それぞれの文脈

に適用できる教育研究や教育実践を支えるツールが必要とされている。本論文は、多文化社会において正義

と平等を支える教育的プロセスを可能にするナラティヴの役割に焦点を当てる。ホミ・バーバ（2003）によ

る「ナラティヴの権利」概念に基づき、まず、多文化社会における正義と平和を目指す教育に貢献するナラ

ティヴの可能性に焦点を当て、正義・平等・平和・人権のためのツールとしてのナラティヴの理論や実践に

注目する。

次に、本論文は、様々なグローバルな文脈において、国家や国民教育の排他的な枠線を引くために、学校

でナラティヴが使われ続けている問題について考察する。グローバル社会において、多文化教育を本来の目

的に合致させるならば、修正され再考されなければならないと論じる。現在広く受け入れられているような、
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国家に焦点を置き過ぎる多文化教育の構想を批判するとともに、国家への焦点化は、より包括的な正義と平

等を可能にする手段としての多文化教育の効果を限定的にしてしまうことを示唆する。近年、特にヨーロッ

パにおいて多文化主義は攻撃の的となっているため（Council of Europe Group of Eminent Persons 2011）、

ここでの批判の目的は、多文化主義それ自体に異議を唱えるものではないことを強調しておく。多文化教育

に異議を唱えるよりもむしろ、コスモポリタン的な目標を組み入れるために、いかに多文化教育が強化され

うるのかについて考察する。コスモポリタン的な目標は、共通の人間性を認識するものであり、全ての学習

者たちが――特権的地位、非特権的地位のいずれの立場からも――、私たちにとって共通の未来は互いの関

係の上に成り立つことの理解をうながす。 

この論文の目的は、学校カリキュラムを脱国家化することを望むひとびとのための理論的な枠組みを提供

することである。それは、包摂的な集合的歴史（an inclusive collective history）の中で、学習者が自身の

居場所と自身のアイデンティティを見つけることができるようにするためである。これらの対抗的ナラティ

ヴ（counter-narratives）こそ、多文化コミュニティや多文化国家において包摂的なストーリーを伝えるた

めに重要であり、コスモポリタン的な視点や国際的に合意を得た人権理念（principles of human rights）に

基づく、より包括的な（greater）正義と平等に真に寄与する多文化教育の形成に貢献する。

ナラティヴの可能性

世界中の、正義の実現に向けた闘争において、ナラティヴは強力な効果を持つものとして用いられてきた。

一つの例は、アフリカ民族会議（African National Congress, ANC）によって導かれた、南アフリカ共和国

における反アパルトヘイトの闘争である。国内外において支援を動員する際、運動のナラティヴ（the 

movement’s narrative）は、自由の実現を目指した個々のリーダーによる闘争と彼らの個人的な犠牲を取り

上げた。その中でももっとも有名なものは、ウィニー（Winnie Mandela）とネルソン・マンデラ（Nelson 

Mandela）夫妻の物語である。ネルソン・マンデラは、1962年に逮捕され、そののち1990年までの間ずっと

裁判闘争を繰り返しながら獄中にあった（Mandela 1994；Smith 2010）。演劇やミュージカル、歌を含めた、

さまざまな芸術形態が、自由を獲得することに人生を捧げた、数え切れないほどの諸個人のストーリーを伝

えるために用いられた。今日、そうした特定の個人のストーリーと、壮絶な状況のなかで生き抜いていた平

凡なひとびとのストーリーが、複数の博物館において語り直されている。これらの博物館には、ロベン・ア

イランド（Robben Island）の博物館（4）、ケープタウンの第六地区博物館（The District Six Museum）、そ

してヨハネスブルグのアパルトヘイト博物館（The Apartheid Museum）などがある。オスラーとズー（Osler 

and Zhu）（2011, p. 223）は以下のように述べる。

反アパルトヘイトの闘争もまた、人権と平等、そして尊厳の保障に基づいた集合的ナラティヴ（a 

collective narrative）を発展させた。そのナラティヴによってANCは、世界中の国連機関や非政府組織、

政府に対して、運動への連帯と支援を表明するように求めることが可能になったのである。

意義深いことに、1994年には初の民主的な総選挙においてANCが勝利し、その後南アフリカ共和国は、

明確に1948年の世界人権宣言（Universal Declaration of Human Rights, UDHR）に基づく新しい憲法を制

定するに至った。

ヨーロッパ中の、そして世界の他の地域の教師たちもまた、南アフリカやネルソン・マンデラのストーリー
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を、また、マルティン・ルーサー・キング（Martin Luther King）、アウン・サン・スー・チー（Aung San 

Suu Kyi）、マハトマ・ガンディー（Mohandas Gandhi）など、ひとびとを勇気づけるような世界各地の人

物のストーリーを活用している。それは、私たちの仲間である、世界中のひとびとによる闘争への連帯と正

義の意識を育むよう生徒たちをいざなうためである。教師たちはまた、権利の実現に向けた闘争への共感を

促すために、映画や小説、演劇を用いることもできるだろう。オスラーとスターキー（Osler and Starkey）

（2010）は、このような人権教育におけるナラティヴを用いた手法を提唱し展開してきた。彼女らは、学術

的な議論を人権教育に導入する際に、“知られざる”諸個人のストーリーの活用を提案する。

ポストコロニアルの理論家であるホミ・バーバ（2003, pp. 180-181）は「ナラティヴの権利（the right to 

narrate）」の重要性を強調している。「ナラティヴの権利」とは、学習者自身が語るストーリーの包摂を保

障することであり、それこそが、一つの包摂的で集合的な歴史の中に学習者がそれぞれ自分の場所を見つけ

ることを可能にすると主張している。

「ナラティヴの権利」を擁護することは、さまざまな民主主義原則を擁護することにつながる。それは、

集合的歴史の感覚と、集合的歴史の資料を自分自身のナラティヴに転換する手段とを提供する機関であ

る、学校・大学・博物館・図書館・劇場などへの公平なアクセスがあることを前提とする。

バーバは、学校が単独で機能しうるとはみなしていない。彼は、自信に満ちエンパワーされた「自我

（selfhood）」の感覚は、公共文化（public culture）の存在に依拠すると考える。物語る権利を持つ者は、公

共文化において、彼または彼女の物語（ストーリー）が耳を傾けられ、意味をもつという信頼の感覚を抱く

ことができねばならない。これはまた、市民社会に「文化的生活に参加する権利」（UN 1966, 第15条）を守

る用意があるかどうかにかかっている。

この権利に沿ったカリキュラムは必然的に、多様なアイデンティティや文化的属性を探求し反映する機会、

そして個人のナラティヴや自己学習の過程を形成する機会を含む。実際、ナラティヴは学習者を、自身の個

人的ストーリーおよび集合的なストーリーや、正義を求める闘争を伝えるよう動機づけうる（Delanty 

2003；Osler 2011b）。このようなナラティヴの活用によってこそ、教師は正義や平和、平等の実現に貢献す

ることができる。というのも、教師は学習者を、自身の権利を表現するだけでなく、他者の権利を擁護でき

るようにエンパワーするからである。バーバの洞察は、人権の枠組みにとって価値のあるものである。なぜ

なら、それらは学習者のコミュニティ、および正義と不正義に関する学習者の経験にとって中心となる場を

提供するからである。こうして、人権は、私たちに共通の人間性と共有された闘争についての広い視野をも

たらす。人権が拓く視野は、身の回りを飛び越えてグローバルなコミュニティを見晴らすと同時に、学習者

自身の生活や学習者コミュニティにおける日々の経験と闘争に根をはり続ける。

国民国家の排他的ナラティヴ

オスラーとズー（2011）によれば、「バーバの『ナラティヴの権利』は、ヘゲモニックなナラティヴを形

成して周辺者の声を沈黙させるシステムに異議を唱え、それを問いただすグローバルな倫理の一部である」。

そのような、ネイションに関するヘゲモニックなナラティヴはナショナリズムが絶頂に達した時に発達した。

これはヨーロッパで19世紀末と20世紀初頭に生じた。

例えばノルウェーは、デンマークとスウェーデンからの何世紀にもわたる支配の後、1814年に独自の憲法を
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制定し、1905年にはついにスウェーデンからの独立を果たした。それに続いたノルウェー化政策―それはも

ともとスウェーデンとデンマークの政治的、文化的ヘゲモニーからの解放のプロセスと考えられたのだが―

において、学校は中心的な役割を担った。学校はノルウェーの国民形成の強力な道具となったのである。�

その目標の一つは、先住民であるサーミ人と、クヴェンの人々を新しいノルウェーの国民国家に組み込むこ

とであった。ほぼ間違いなく、その意図は排除することよりも包摂すること（統一を果たすこと）にあった。

にもかかわらず、学校教育を通した国民形成―それは今日でも黙示的な形で続いているのだが―は、マイノ

リティとの関連において抑圧的な機能を持ち続けている（Osler and Lybaek 2014）。今日、サーミ人はサー

ミ議会（1989年開会）を通して、ある程度の民族自決権と文化的自治権の保証を獲得している。しかし、

Lile（2011）が明らかにしたように、ノルウェーの教育制度は、子どもの権利条約（Convention on the Rights 

of the Child: CRC）第29条 1 項の下で、学習者（マイノリティであるサーミ出身者とメインストリーム出身者

の両方を含む）に認められるべき権利について、なかなか対応しなかった。第29条 1 項は、以下の事項を含ん

でいる。

子どもの両親、子どもの文化的アイデンティティ、言語及び価値観、子どもの居住国及び出身国の国民的

価値観ならびに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること（5）（UN 1989）

ノルウェーの学習者がサーミの歴史やサーミ人が受けてきた差別をどれだけ知っているかについてのLile

の研究は、現在の学校のカリキュラムが子どもの権利条約第29条 1 項にもとづく、先住民の文化的アイデン

ティティに対して敬意を育む権利に対応していないことを示唆している。さらに、「伝統への忠誠」や「先

人が成し遂げたことへの敬意と称賛」に関して、コア・カリキュラムの系統的記述部分が不十分だというこ

とも多くの論者が指摘するところである（Lile 2011；Osler and Lybeak 2014）。独立から一世紀の後、Egan

（2013,  2014）は、これまでの国民形成はマイノリティに抑圧的な影響をもたらしてきたと結論づけ、今日

では過去一世紀とは異なった原則、すなわち多様性を通した平等の原則に従うことによってこそ、国民はよ

り効果的に構成されるだろうと述べている。メインストリーム化（同質性の強調）を通した包摂の原則は、

社会的、文化的多様性が存在することへの認識が学校カリキュラムに反映されるような原則に置き換えられ

る必要がある。そのような認識は、集団内の多様性（マイノリティとメインストリーム）と同時に集団間の

多様性の承認を含意している。

ノルウェーは学校教育を通して国民形成を推進するという面では決して特殊な国ではない。オスラーとス

ターキー（2011）は、フランスとイギリスを対比させながら、シティズンシップのカリキュラムを通して国

民としてのアイデンティティがどのように構築されるかを検証している。そこではグローバル化が進んだ世

界で単一の国民的アイデンティティを育成することの意義が問い直されている。  nce（2012）はトルコのカ

リキュラムを洗い直し、類似の検討を行っている。オスラーとスターキー（2001, p. 303）はイギリスとフ

ランスの事例について、次のように結論付けている。

いずれの学習プログラムでも、マイノリティの視点が重視されていない。フランスの学習プログラムは人

種主義を厳しく非難しているものの、その点についての学習を深めることを怠っている。…イギリスの学習

プログラムでは［多様な］民族集団の存在を認め…個々人に対しては、偏見と差別に異議を唱えることが求

められているが、一方で、集団的な対応の必要性も制度的人種差別が存在する可能性も考慮されていない。 
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Reid et al.（2009）は、シティズンシップを通して単一の国民的アイデンティティを育成する教育様式が

世界中で優勢となっていると指摘する。歴史教育は各国に共通して類似の役割を果たしている。Carretero

（2011）はアルゼンチン、旧ソ連、アメリカ合衆国、ドイツ、日本、スペイン、メキシコのカリキュラムに

おける愛国心の構築方法について研究を行い、学校における歴史教育が学術的な歴史研究とどのように異な

るかを分析している。前者は、無批判な演習に過ぎないものを一様に形成し、国家への忠誠心を築き上げる。

それは学校教育の表向きの目標である批判的思考力の育成とは相容れないものである。それだけでなく、こ

れら国家の管轄下の歴史教育を通じて奨励されるナラティヴの多くは、諸国のものとは大きく異なっていた

り、しばしば矛盾するストーリーを伝えている。他の国では強調される出来事に対する沈黙、またその逆も

然りである。そのような歴史教育は国際理解のための場を開くというよりもむしろ閉ざしてしまう。同様に

深刻なことに、そのような歴史教育は平和と安定を脅かす状況をつくり続けている。本稿の執筆時の、東京

では尖閣、北京では釣魚島として知られる、日本の実効支配下にある東シナ海の無人島をめぐる、中国と日

本の対立にみられるように。

多文化教育の再考

学習者が包摂的な集合的歴史の中で自分自身の居場所やアイデンティティを見つけることができるよう、

学校教育のカリキュラムを脱国家化することを願うひとびとにとって、多文化カリキュラムは一見、多様な

学習者がより包摂的な帰属感を持つことができる、オルタナティヴな視点を提供するように見えるかもしれ

ない。特に多文化カリキュラムは、マイノリティのコミュニティの物語を伝え、（その国の）主流派の外側

にいる生徒たちのニーズに応える機会を与えてくれるように思える。

ここで、多文化教育の持つ潜在的な力をより注意深く見つめ、なぜ、平等と正義にコミットする教育者た

ちが無批判に多文化的な構想を採用することを警戒しなければならないか、その理由を考察したい。ただし、

本論文は、このような説明をすることで、「多文化主義や多文化教育は消滅しかけている」あるいは「多文

化教育の推進は必然的にマイノリティの生徒たちにとって逆効果であり彼らを傷つけるものである」といっ

た政治的なレトリックや学問的な主張に与するものではない。

イングランドでは、Warmington（2014）らが示すように、多文化主義や多文化教育に対して様々な学問的

批判がなされてきた。Hazel Carby（1982）やSivanandan（1983）に代表されるような論者たちは、1960～

1970年代の政策アプローチの不備を指摘した。それらは、黒人系イギリス人コミュニティ内部の教育関係の

運動に基盤をおくことも、彼らの学習者としての行為者性（agency）を認識することもできなかった。この

ような初期の多文化教育は、カリキュラムを刷新すること、教師の持つ偏見を取り除くこと、あるいは異文

化間交流を行うこと等といった方策ばかりを当てにし、「学校教育が埋め込まれているより大きな社会的相剋」

を無視していた（Warmington 2014, P. 70）。

反人種主義者の明解なパースペクティヴの推進を企図して発展した多文化教育は、これまでに新聞紙上で

たびたび非難を受けてきた。1986年、マンチェスターのバーネッジ高校において13歳の少年Ahmed Ullah君

が白人の生徒に刺殺された事件は、その後公的な調査がなされることとなった。この悲劇に切り込んだ

Macdonaldの報告は、人種主義的な暴力やいじめの解決に学校のコミュニティ全体を関わらせるための実践

的な反人種主義の戦略を取り損ねた学校を批判した（Macdonaldら1989）。学校は、実質の成果をもたらす

ような効果的な反人種主義的の方策をとるよりも、むしろ、シンボリックな反人種主義者の振りばかりして

いた、とその調査は結論付けたのだ。しかし、全英紙では、それとは異なるストーリー、Ahmed Ullah君の
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死に対する責任は反人種主義にある、との内容が伝えられていた。この時期から、多文化教育や反人種主義

教育は、教条主義的で逆効果であるものとして広く描かれるようになり、結果として学校から捨て去られて

いったのである。

1980年代のイギリスの実情として、教育上の不正義や不平等に対処する効果的な多文化主義的・反人種主

義戦略の発展に向けた努力は断片的なものであったと言える。創造的で有意義なものも多々存在したが、中

にはほぼ間違いなく欠陥があるものもあった。こういった努力はすべて、新自由主義的な改革のアジェンダ

を推し進めていた当時の保守政権によって弱体化していくこととなった。1990年代半ばまでに、教育におけ

る多文化主義的な政策や実践は、ほとんど消えてしまった。ローカルなレベルで行われていた種々のカリキュ

ラム改革もまた、精緻に規定された新しいナショナル・カリキュラムによって効率よく一掃された。

21世紀初頭になると、ヨーロッパで、多文化的な文脈における教育に注意を向ける教育学が、多文化主義

の概念としばしば対立するヨーロッパのより広い政治的な文脈の中で勃興した。同時に、今世紀に入ってか

らというもの、イスラームに対する嫌悪や極右主義、ヘイトスピーチの拡大が顕著となっている。フランス

大統領のニコラス・サルコジ、ドイツ首相のアンゲラ・メルケル、そしてイギリスのデイビット・キャメロ

ンを代表とするヨーロッパの上級政治家たちは、多文化主義を非難してきた（Council of Europe Group of 

Eminent Persons, CEGEP 2011）。キャメロン首相は、「国家による多文化主義（state multiculturalism）」

はコミュニティを弱体化させると述べ、メルケル首相は、多文化主義は「完全に失敗」したのであり、ドイ

ツ人と外国人労働者たちが「共に幸せに暮らす」ことはできない、と断言した（Oslar 2012a）。皮肉なことに、

ドイツもフランスもこれまでに多文化主義を目指そうとしたことはなく、イギリスも、包括的な多文化主義

的政策や「多文化的シティズンシップ」を発展させたことはない（Kymlicka 1996）。トライしたことのな

いものに対して、失敗であると述べることはできない。重要なことは、ヨーロッパのこれらの指導者たちが、

ポピュリズムや過激主義に立ち向かい異議を唱えるのではなく、21世紀的な課題に対して「守りに入るよう

な、創造力に欠ける対応をしている」と批判されていることである（CEGEP 2011）。

この21世紀初期における多文化教育の限界についての私自身の懸念は、一つのナショナルな状況に収まる

ものではなく、より広い国際的な文脈、グローバリゼーションの文脈の枠にはめ込まれている。第一に言え

るのは、多文化教育（ヨーロッパにおいては「異文化間教育」と呼ばれる）の方針が、国家という観点にお

いて非常に明示的かつ排他的に枠付けされているということである（シティズンシップ教育の方針がそうで

あるのと同様に）。国民国家、あるいはその構成要素である特定の都市の内部では、多文化教育の目標の一

つは、せいぜい、マイノリティ集団（先住民やナショナル・マイノリティ、移民集団）にとっての正義を実

現する程度に留まる。一般的に、政策構想は、学校のシステムあるいはより広い社会の中にある構造的な不

平等に対処するような反人種主義的な構想よりも、むしろ先に述べたようなカリキュラムの刷新や、教師の

態度の改善、異文化間交流の実施、で成り立っている。そのような構想は、学校がより広いコミュニティの

一部であり、学校はより大きな正義と平等を実現に向けた社会的・政治的状況を作るためにコミュニティと

連携しなければならない、という認識を持つことを怠っている。

第二に、世界中の反人種主義・多文化主義の研究者たちは、アメリカを発祥とするこの分野の印象深い研

究群に強く影響を受けているということである。アメリカでは、多文化カリキュラムや「文化的に対応力の

ある（culturally responsive）」指導（Gay 2010）あるいは「文化的に適切な（culturally relevant）」指導

（Ladson Billings 1995）を含む、平等な学校教育を目指す数々の闘争が、ローカルな場においてもナショナ

ルな場においても展開されてきた。しかし、国際的な人権基準がこれらの闘争をどれだけ後押ししていたか

ということや、また、全ての人に対する質の高い学校教育への平等なアクセスを目指す闘争が、アメリカに
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並行して他の場所でも実際に起きていたということについては、ほとんど注目されてこなかった。このよう

に、世界のどこかにいる同志を発見する機会や、教育における正義を目指す他の闘争と連帯するという発想

が、時に見過ごされてきたのである。概して、ほとんどアメリカにのみ焦点が当てられてきた。結果として、

アメリカ以外のどこかでこうした研究に基づき事を進める努力をしても、グローバル化した世界を舞台とす

る多文化教育という発想に至らず、ナショナルな文脈に焦点がしぼられてしまうだろう。グローバル化した

世界においては、ナショナルあるいはローカルな政策や実践と同様に、国際的な展開もまた、学校における

正義と平等をめぐる問いにインパクトを与えるだろう。

世界的に言えば、多文化教育の実践者の多くは、ジェームズ・A・バンクス（James A. Banks）による優

れた理論的研究からインスピレーションを得ている。バンクスは、1960年代以来、グローバル化する時代に

おける民主主義と多様性のための教育の分野において先駆的な研究を行ってきた。バンクスは、国家的統合

（unity）と教育における多様性の認識との間に起きる、理念や実践の緊張関係に重点を置いている。バンク

ス自身はこの緊張関係をほぐすための社会的正義を強調しており、国際的な広い文脈から研究をまとめてき

た。ただ危険なのは、マイノリティのコミュニティに欠陥があるという見方をする政策立案者が、多様性を

代償とする統合を強調することであり、とりわけ社会正義に関連した政策目標を犠牲にすることである。

バンクス（2010）は、多文化教育について、カリキュラムの内容、知識の構築、平等の教育学、偏見の軽減、

そして学校文化をエンパワーすることの五つの次元に識別している。初めの四つは、主に教室内（守られた

空間ではなく、教育政策や教育構造に強く影響を受けた空間）におけるカリキュラムと教授法を扱う。五つ

目の学校文化は学校内外でのより広い構造的、組織的な枠組みと動的な関係を持っている。この五つの次元

は、暗示的にあるいは明示的に、学校教育の中における権力や社会的正義の問題に対応しているが、多文化

教育のモデルは実際には、構造的な不平等や非対称的な権力関係を十分に考慮することなく導入されうる。

これらの次元はどれも国家を超えて広がる社会的正義のビジョンを軽視するものではないが、それぞれが

排他的かつ圧倒的に、狭隘な国家的枠組みの内部で理解される傾向がある。そのような枠組みにおいては、

国家的な政治的・教育的文化は、私たちに共通する人間性よりも国家やナショナル・アイデンティティを重

視する。筆者の主眼点は、バンクスの五つの各次元がより大きなレンズを通して解釈されうる可能性を持っ

ているにもかかわらず、支配的な国家的政治文化がナショナリストによる多文化教育の解釈を補強して、こ

の可能性を妨げがちだということである。多文化教育実践者の中にはグローバルな視点を組み入れようとし

ている人もいるだろうし、多文化教育の形式の中には国際的な要素を持ちうるものもあるが、いまだに多文

化教育の一般的なモデルは国家的なものにとどまっている。 

21世紀初頭、アメリカの反人種主義教育の学者は批判的人種理論（Critical Race Theory, CRT）を参照

した。CRTは、イギリスにおいて限られた範囲であったが適用されてきた。ストーリーテリングやナラティ

ヴといったCRTの重要なコンセプトの中には、様々な国際的状況で十分に機能しうるものがあるが、何よ

りもまずアフリカ系アメリカ人の経験に焦点を当てたこの理論が、ヨーロッパ内や、特に他の地域に十分に

行きわたったかどうかは不確かでわからない。

Appiah（1997, 2007）とParekh（2006）という共にコスモポリタニズムに基礎を置く二人の理論家は、私

たちに多文化主義や多文化教育を建設的に批判する理論的枠組みを提供し、動的でグローバルな視点をもた

らす。Appiahは私たちに、文化は固定したものではなく常に変わっていくものであると気づかせてくれる。

彼は、多文化主義という概念に対して懐疑的なアプローチを採っているが、ナショナルなスケールよりもグ

ローバルなスケールで文化的多様性という問題に取り組むことをめぐる倫理的ジレンマに光を当てる。彼は

また、差異を巡る問題が解消されうるようなグローバルな倫理的枠組みを追求している。国際的人権の原則
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は、きちんとした解決策を提供していないが、文化を横断して倫理的な問題を議論する場を提供してはいる。

Appiahは多くの場合、私たちがなぜそれをしなければならないか合意を得られない時であっても、何をす

るかということについては合意できるという事実に光をあてる。Parekhは、人類は文化的な存在なので、

私たちは文化的な問題に注意を払う必要があると述べる。権利を支える平等や正義の根本的な原則を損なう

ことなく、人権や人間のアイデンティティそれ自体は文化的に媒介された方法で理解されなければならない

ことを認識せねばならないことを強調するのである。

AppiahやParekhの洞察を結びつけるとコスモポリタンの原則に基づく正義と平和のための教育の形態を

構想することが可能となるだろう。それは学校内とコミュニティで目下の不正義を扱うことの重要性を認め

るものだが、私たちが相互依存の世界の中に生きていると認識しながら、遠方での正義のために闘争するひ

とびとに対する連帯意識と責任感を促すものでもある。アメリカの公民権運動家マルコムX（Malcom X）

がいうように、私たちはいつでも正義を実現するために隣人の支援に頼ることができるわけではない。私た

ちは正義と平等の実現を保証する国際的な同盟やグローバルなネットワークを創る必要があるだろう。彼は

晩年に、人権という言葉が公民権に置き換わるべきであり、その暁には「この地球上のどこにいる誰であろ

うとあなたの味方」になりえると主張した（1965 Clarkによる引用、1992, p. 175）。彼はこう記す。

私たちは何よりもまず、自分たちの奪われた人権が取り戻されるまで、アメリカで市民権を得ることは決

してできない。私たちが何よりもまず人間だと承認されるまで、ここで市民だとは決して認められない

（Malcom X 1964）。

国家に焦点を当て、グローバル社会との関連させずに措定された多文化教育は、グローバル時代に向けて

やっかいな挑戦をするのみならず、狭い国家的枠組みで考えられたカリキュラムに多文化的視点を加えよう

とするにあたっては、正義と平等の原則に反して機能することもある。政策は、建前では民主主義や文化的

多様性を扱うために設計されたとしても、逆の結果をもたらす危険がある。ここで、2000年に導入されたイ

ギリスでのシティズンシップ・カリキュラムの実施に関する例を通してそのことを示そう。

2005年 7 月にロンドンでの爆破事件があった翌2006年、政府は多様性とシティズンシップに関するカリ

キュラム審査委員会（the Diversity and Citizenship Curriculum Review Panel）を率いるべく、元学校長の

キース・アジェグボ氏（Keith Ajegbo）を招聘した。その委員会は、イギリスの学校カリキュラムの中で、

特に近代イギリスの社会的・文化的歴史とシティズンシップに関する教育を通して、どのように民族的、宗

教的、文化的多様性を取り扱うことができるのかを検討するためのものであった。アジェグボによる報告（ア

ジェグボ・レポート）（DfES 2007a）は、暴動が多くの北部の町に影響を与えた2001年以降、シティズンシッ

プやナショナル・アイデンティティ、マイノリティの統合と多文化主義に関して広く議論が高まっていった

時期に委託された。この議論は、2001年のアメリカへの攻撃や、特にイギリスで育ち、教育を受けた若い男

らによって実行された2005年 6 月の自爆事件によって強まっていた（Osler 2008）。

アジェグボ・レポートの委託において、政府は、テロリストの活動に対応する必要性と、カリキュラムを通

してイギリス的な（British）価値観やナショナル・アイデンティティの強化を直接関連付けようとした。公式

な報道発表では、「この報告は、ロンドンのテロリストによる自爆事件後の過激主義の高まりや社会の分裂が

懸念されたために委託された」と説明された（Department for Education and Skills, DfES, 2007b）。つまり、

新たな要素をカリキュラムに取り入れる努力は初めから、学習者の間においてより崇高な正義や平等を実現

するためというよりも、まず何よりセキュリティやテロリズムに対する懸念に基づいて構築されたのである。
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そうした背景の下、アジェグボは『アイデンティティと多様性：イギリスで共に生きる』をもって、シティ

ズンシップ教育の枠組みにおける新たな要素（多様性の尊重）を提案した。これは最初のクリック・レポー

ト（6）（Qualifications and Curriculum Authority, QCA 1998）にて提案された既存の三つの要素を補うもので

あり、イギリスにおけるその後のシティズンシップ教育のカリキュラム構築に大いに影響を与えた。イギリ

ス政府は、この新しい要素を、クリック・レポートで提案された、①当局者たちに対する、また当局者間に

おける社会的・道徳的責任、②コミュニティへの奉仕を含むコミュニティ参加、③政治的リテラシー、ある

いは公共生活において効果的な知識やスキル・価値観、という相互に関連する三つの要素に付加するという

勧告を受け入れた。この新しい展開は、非常に重要なものであった。なぜならクリックは、イギリスに長く

存在する多様性に関して議論することを支持したとはいえ、人種や人種差別について直接カリキュラムで扱

うことには特に抵抗したからである（Osler 2000, 2008）。「多様性」を既存の教育カリキュラムの枠組みに

融合させるこの試みは変化をアピールする効果はあったが、実のところ教育を通じた平等と正義の発展には

それほど貢献しなかった。まず、アジェグボ・レポートの肯定的側面を以下に挙げよう。

・学校が実践的な方法で多様性とアイデンティティに関する議論を進められるような状況づくりを助けた。 

・人種間の平等を促進する公的機関としての役割を学校に要求する法的枠組みに言及した。

・�コミュニティの結合を促進させる措置規定を査察する義務と、査察を通した学校のアカウンタビリティに

ついて視学官に再認識させた。

しかしながらこのアジェグボ・レポートは、シティズンシップ教育が法制化（2002年）された五年後（2007

年）においても、人種平等法の遵守が低いレベルにとどまっていることに視学官が注目しそこねている理由

を説明していない。重要なのは、アジェグボ・レポートにはクリック・レポートと同様に、以下のような否

定的側面があったことだ。

・�社会の構造的な不平等とシティズンシップの実現を妨げている障壁について、対処することもしなければ

強調することすらしていない。

・学校生活について、若者、特にマイノリティの若者がどう考えているのかを把握できていない。

・�他者についての研究や多様なアイデンティティを「賞揚」することを強調した1970年代や1980年代初頭に

流行した多文化主義の古いモデルを採用した。

・�グローバル社会における不平等を、単なる「政治的正しさ」に関連させるような軽蔑的な論議によって、完

全なシティズンシップの実現をさまたげる障壁、そして世界にはびこった不公平と人権侵害を矮小化した。

・�近年の批判的多文化主義（critical multiculturalism）に関する研究を無視していること、それを支持する

形であった政府委託の調査レビュー（Maylor et al. 2007）について、不正確に提示している（Osler 

2008）。

事実上、多様性という要素を既存のシティズンシップ教育のカリキュラムに融合させる試みが、平等と正

義を促進することはほとんどなかった。また、以前から不十分であったということが示されてきた多文化主

義の古いモデルに立ち返ることによって、新たな形態の人種差別（特に、右翼過激派と結びついたイスラモ

フォビア）が蔓延している新たな社会的・政治的情勢に対処する、重要な機会を失くしてしまった。アジェ

グボ・レポートが委託された状況やテロとセキュリティに対する懸念を考慮すれば、おそらくこれは驚くべ
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きことではない。それでもなおこの出来事は、正義の感覚をもった善意ある人々が、多文化教育を通して正

義と平等を実現させることにほとんど貢献することがないプロジェクトにいかに取り込まれていくかを示す

ものとして記憶されるべきだろう。

国内におけるコスモポリタニズムと人権 

21世紀において多文化教育を再生させるためには、まず国家を多文化的かつコスモポリタン的なものとし

ても再構想しなければならないと、私は主張したい。これは、ローカルレベル、ナショナルレベルの学校教

育において正義と平等を目指す闘いをやめてしまうということではない。だが、排他的なナショナル・アイ

デンティティを強化したり、（メインストリーム側／マイノリティ集団側のいずれの場合も）学習者を、他

国家と利害が対立せざるを得ない国家の一部として自身を位置づけるよう奨励したりすることのない、カリ

キュラムの概念化が不可欠となる。正義と平和を目指す闘争においては、遠く離れた場所にいる人々との

（ローカルレベル、ナショナルレベル、国際レベルでの）連帯と同盟が往々にして決定的に重要であること、

そして私たちは相互依存的な世界に生きているのだということを認識する必要がある。ただし、国民国家は、

この相互依存的な世界において、依然として重要な役割を担い続けている。とりわけ考えておくべきは、領

土内に住むひとびとの人権を擁護し、かつ保護するという国民国家の責任である。

コスモポリタニズムという概念や普遍性をどう理解するかということは、多文化教育、国際理解教育

（international education）、そして人権教育についての教育に関連する21世紀初頭の議論に影響を与えてき

た。人権は、その語の表す概念からして必然的に、ナショナルなものというよりコスモポリタンなものであ

る。それゆえ、人権に基づけば、ある状況において奮闘している人は、その運動に共感するほかのひとびと

と連帯することができる。このことは、多くの異なる状況下にある被抑圧者集団によって認識されてきた。

本論文ではすでに、南アフリカにおけるアパルトヘイト廃止を目指すアフリカ民族会議（African National 

Congress）の闘争を取り上げた。人権に基づくほかの闘争としては、20世紀半ばのアメリカにおける公民

権運動や、今も進行中である、自分たちの故郷を求めるクルド人の運動を挙げることができる。人権がこの

ように有効に働くのは、このコスモポリタンなビジョンがあるからこそなのである。

人権は、多文化主義的な学習のための幅広い視点、国境を越えて連帯を推進する機会、そして、多様なア

イデンティティを含んだ視点を提供してくれる。上で述べたように、人権は、シティズンシップ教育のカリ

キュラムの要素として（多くは排他的な形で）繰り返し現れるところの国家というものに単一の排他的な焦

点が当たることを回避する。しかし、人権の侵害や人権を求める闘争は、過去に起こったものや遠く離れた

場所で起こるものだけではない。

韓国など多くの国で、人権教育（human rights education, HRE）の導入を目指す重要な努力がなされて

きている。その狙いは、多文化的であるとの認識が高まりつつあるローカルなコミュニティや国家内におい

て、平等や平和、正義のための教育を行おうというものである。 人権教育は必ず、権利についての教育

（education about rights；知識、価値観、人権のメカニズム）、権利を通じた教育（education in and through 

education; 学校のエートス、教育構造、学習者と教師の権利を尊重した方法による学習）、権利のための教

育（education for rights；例えば、運動や変革にコミットするスキル）に取り組まねばならない（UN 2011；

Osler 2012bを参照）。ローカルからインターナショナルなものまで全てのスケールにおける連帯感を育むこ

とが非常に重要である。コスモポリタン的な立場と国家へのコミットメントを対立関係にあるものと見るの

ではなく、国家をコスモポリタンなものとして概念化しなおすことは可能なのである。
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正義や平等を目指した教育を行う際には、差異化には多様な軸――例えば、経済的差異、政治的差異、文

化的差異、経験的差異など――が存在するということを忘れないことが重要である。そして、その教育の結

果起こってくる個人の経験や社会の新たな局面の複雑さを見定めていくことが不可欠である。こうした局面

を過小評価したり、勝手に切り離したりしてはならない。インターセクショナリティ（intersectionality）

という概念――社会生活の様々な要素が糸のように複雑に絡まりあっていることを表す――によって、学習

者がいかに正義／不正義、平等／不平等を経験しているのかを教育の中でよりよく汲み取ることが可能にな

る。それは、人権のうちに暗に組み込まれている概念なのである（Osler 2014）。最後に、多文化教育を特

徴づける概念としての人権の限界について考察していきたい。

人権の枠組みは十分に役立つのか 

多文化社会のニーズに応えるような人権教育（HRE）の理論と実践を発展させていくためには、普遍性

と承認という二つの重要な人権概念を再検討する必要があるだろう。

普遍性（universality）

普遍性は、人権における重要概念である。しかしながら、普遍性という概念に異議を申し立ててきた研究

者もいる（Mohanty 1984；Spivak 1999）。彼女らは、権力を有する者によって強化された言説が、いかにし

て権力を奪われたひとびとの知識や価値観の制限につながっているかを明らかにしている。こうした批判を

ふまえれば、人権や文化的多様性、正義と不正義にかかわるすべての分析とカリキュラムにおいて、非対称

的な権力関係の存在を考慮するべきことが再確認できる。「対話やひとびとの実際の経験への省察を欠いた

まま権利や理念が適用される限り、ひとびとの解放を意図しているはずの人権概念が、ヘゲモニックな言説

の一部となって支配に利用される危険性がある」（Osler 2015, p. 263）

ここから導かれるであろう教育やカリキュラムは、様々なアイデンティティと文化的特質について探求す

るとともに省察し、個人的ナラティヴや自発的な学びのプロセスを創出する機会を必ず与えるものでなけれ

ばならない。実際には、学習者たちが新たな集合的ナラティヴの展開を通して、ともに世界を理解できるよ

うにする必要がある（Osler 2011b）。こうした対抗的ナラティヴによって、人権は普遍化に服することなく、

こうした文化的状況に即して理解されるようになるのである。それと同時に、学習者たちは、自身の文化を

含めたあらゆる文化を批判的に見つめる機会と手段を与えられる。同じ理念、すなわち平等と正義、権利の

不可侵性がすべての文化に適用される。しかしながら、権利それ自体は、ヘゲモニックな主流文化の観点か

らは解釈できないものである。正義を目指す学習者自身の闘争は、個人的ナラティヴと集合的ナラティヴを

語ることを通して（7）、彼ら自身の経験とともに前面に出る。これらのナラティヴは、多文化コミュニティ内

における新たな包摂的ストーリーとなる。そして、より包括的な正義と平等の実現に本当の意味でつながる

可能性をもった多文化教育を作り上げるのである。

承認（recognition）

世界人権宣言前文は承認という概念で始まっている。「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で

譲ることのできない権利とを承認すること」（8）。平等かつ固有の尊厳と平等かつ不可侵の権利の承認という
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概念は、人権推進のプロジェクトの根本をなす。第 6 条は、「すべて人は、いかなる場所においても、法の

下において、人として認められる権利を有する」（9）と述べ、第 7 条は、この平等な承認が、法の下の平等と

反差別法に基づく保護にも及んでいることを認めている。

子どもたちが学校に入学する時、地理的にも歴史的にも特定の地点に位置づけられる。その位置しだいで、

彼らの声は特権化されることもあれば、抑圧されることもある（Camicia & Bayon 2012；Osler 2015）。彼らの

アイデンティティは――与えられたアイデンティティ（ascribed identities）も含めて――彼らの生きられた経

験と関連している。与えられたアイデンティティは、個人によって選択されるのではなく、往々にして権力を

有する他者によって措定される。学校教育の文脈で、生徒たちは教師や教育政策の立案者によって、あるアイ

デンティティに帰属させられる。多文化教育の文脈においても、こうしたことはあまりにも頻繁に起こってき

た。そこでは、教師が、メインストリーム側の教育者の立場から子どもたちが属すべき文化について説き聞か

せたうえで、子どもたちが教室空間の中における自らの立ち位置を自覚するのである。あるアイデンティティ

に帰属させるプロセスは、以下に示す例のように複雑なこともある。以下は、若いイギリスのシーク教徒の教

師が、1990年代初頭、10年前の学校での経験を思い出しながら、ユーモアを交えて語ってくれたものである。

私は、学校では、自分がイギリス人やアフリカン・カリブ系の友達と違っているなんて全然意識していま

せんでした。なぜなら自分の人生には宗教がそんなに強い影響を与えていなかったからです。自分の宗教を

意識したのは、先生の一人がシーク教に関する小単元を扱った中学 3 年生の時が、初めてのことでした。そ

れは馬の上に乗ったシーク教徒に関することばかりで、シーク教徒は兵士であり、一種の軍隊として描かれ

ていました。その時初めて、家での経験や家の壁にかかっている絵と自分自身とを結び付けて考えるように

なりました。でも、こう考えたのを覚えています、私の父は馬に乗ってはいなかったと思います（笑）。あ

れは作られたイメージのようなものでしたから。（Balbir in Osler 1997, pp. 85-86）。

Balbirは中学生の時にシーク教の本質化された描写を与えられたわけだが、その内容は彼女の日常生活と

はかけ離れたものだった。しかしながら、一人の大人として、そして一人の教師として、彼女は、自分のア

イデンティティや文化的なバックグラウンドが最初に学校の中で触れられた、この「シーク教に関する小単

元」を思い返している。もしBalbirが自分自身の歴史、そして家族の歴史を調べることができる歴史学習で

あったなら、1980年代のイギリスにおいてシーク教徒であるとはどういうことだったのかについて全く違っ

た理解がもたらされたかもしれないし、ウェスト・ミッドランドの学校で同級生たちと共有する当時の集合

的歴史の理解をより深めたかもしれない。ウェスト・ミッドランドは、重工業にたずさわる労働者として多

くの移民がやってきた地域だが、1980年代までに工業の衰退にともなう経済の変化の波にさらされた。一人

の生徒として、Balbirはその小単元と自分自身の経験を結びつけることに困難を感じた。Balbirのみならず

多様な文化的バックグラウンドを持つ他の生徒たちにとっても同じく、このような脱文脈化された多文化カ

リキュラムの展開の試みを理解したり、それを多文化コミュニティにおける自分自身の生活や学習の経験と

結びつけたりすることは、間違いなく難しいことだっただろう。

現代の人権推進プロジェクトやその法的枠組みは、非人間化のプロセスに特徴づけられた戦争と残虐行為

の時代を経て発展してきたものである。平等な人間の尊厳の承認は、人権推進のプロジェクトにとって不可

欠である。教育それ自体が非人間的なものでなく人間的な経験になるためには、学校内、さらにはより広い

社会における非対称的な権力関係を認識し、それに対処するということが重要である。
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結論

本論文ではナラティヴがもつ潜在的可能性についての考察を行ってきた。ナラティヴは教育における、よ

り包括的な正義と人権の促進に寄与しうるが、一方でこうした目標を弱めてしまう可能性もある。バーバの

いう「ナラティヴの権利」を保証することで、学校のカリキュラムを学習者個人のストーリーや集合的ストー

リーに向けて開かれたものにすることが可能になり、それが結果的には、学習者をエンパワーしうる対抗的

ナラティヴの地平を拓きつつ、国家のヘゲモニックなナラティヴに異議を申し立てることにつながるのだ。

グローバル化した世界において既に国民国家が多文化的であるという現状がある以上、多様性のある国家の

多様なストーリーをただ反映しただけの多文化カリキュラムを展開することは、（これまでは通用したとし

ても）もはや適切ではない。そうではなく、国際的な人権枠組みに基づいて、国家を多文化的かつコスモポ

リタンなものとして再構想することが重要である。これは、ローカルからグローバルまであらゆる規模にお

ける正義と平和を擁護し、生徒たちが自分自身の闘争と近くであれ遠くであれ他者の闘争につながりを見出

すことを可能にする多文化教育の理論と実践を発展させるためである。国際人権の枠組みはこうしたカリ

キュラムの性質についての議論や民主的な対話の出発点になるとともに、メインストリーム側のコミュニ

ティとマイノリティ側のコミュニティ双方の視点と闘争を結びつけるのである。

訳者注
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in multicultural contexts’である。翻訳作業は、2015年11月24日に「Education for Cosmopolitan Citizenship：
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1．‌�何十年にもわたって、ドイツは「ゲストワーカー」に対するシティズンシップを承認してこなかった。ドイツ

におけるシティズンシップは血統によってのみ得られるという理屈である。イギリスでは、例えば教育の領域
などにおいて部分的に多文化主義政策がとられてきた。しかし、それは特定の地方当局の努力に依存するもの
にすぎなかった（Figueroa 2004；Tomlinson 2009；Osler 2011a）。

2．‌�批判的人種理論（Critical Race Theory CRT）は、1970年代以来のアメリカの批判的法学者の業績を基盤とし
て、Gloria Ladson-Billings & William Tate（1995）といったアメリカの教育者が発展させてきた。利益の一
致（interest convergence），contradiction，closure、ストーリーテリング／ナラティヴなどの核となる概念に
もとづきながら、一連の研究は、アメリカにおけるアフリカ系アメリカ人の経験に焦点を当てるという傾向を
示してきた。

3．‌�Rollock（2012）および、Warmington（2012）を参照のこと。
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